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平成27年６月橋本市議会定例会会議録（第２号）その７ 

平成27年６月22日（月） 

                                           

                                        

（午後３時25分 再開） 

○議長（中本正人君）休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 日程に従い、一般質問を行います。 

 順番６、13番 樽井君。 

〔13番（樽井豪男君）登壇〕 

○13番（樽井豪男君）それでは、早速、通告

に従い一般質問をしたいと思います。 

 まず一点目、隅田方面のコミュニティバス

運行について。これは、停留所の水源地前か

ら芋生間は路線バスが運行されています。だ

から、その分がコミュニティバスが運行され

ていません。地域の方が市民病院に行くにも、

橋本駅まで行くか、隅田の小学校前まで行っ

て乗りかえるか、ということしかできません。

そういった意味で、非常に苦労しております。

路線バスと共用できるような方法はないか、

検討していただきたいと思います。 

 ２番目、空き家対策について。空家等対策

の推進に関する特別措置法が施行され、また、

特定空家等に対する措置のガイドラインが５

月26日、国土交通省から示されました。今後

の市の体制と対策のお考えは。 

 ①現在の空き家状況は把握しているか。 

 ②特定空家認定の担当課は。 

 ③都市計画での対策の考えは。主にこれは

道路関係でございます。 

 ④特定空家以外の空き家所有者との協議は

なされるのか。 

 大項目３番、ワンコインサービスの進捗に

ついて。介護保険法が改正され、生活支援サ

ービス等で取り組みたいと昨年９月の一般質

問でご答弁がありましたが、いつ頃から着手

するのか、具体的に示していただきたいと思

います。 

 簡潔な答弁、よろしくお願いいたします。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君の質問項

目１、隅田方面へのコミュニティバス運行に

関する質問に対する答弁を求めます。 

 総務部長。 

〔総務部長（吉本孝久君）登壇〕 

○総務部長（吉本孝久君）本市のコミュニテ

ィバスについては、昨年４月に運行を開始し

た北ルートを含め、４ルート、各ルート６便

の運行を行っています。 

 議員おただしの隅田方面については、東ル

ートが対象となります。左回りの場合ですと、

車庫前から恋野・隅田方面を経て、市民病院

を経由し、小原田、橋本駅東口、車庫前のル

ートです。国道24号は南海りんかんバス真土

線、山内線が運行されており、コミュニティ

バスの運行ルートには入っていません。 

 コミュニティバスの導入に関しては、国土

交通省から示されている「コミュニティバス

導入に関するガイドライン」の要件を満たす

必要があります。ガイドラインには、コミュ

ニティバスは、自立運営を基本とする路線バ

スを補完するもので、路線バスとの整合性に

十分留意し、路線や区域については実質的に

競合することのないよう検討する必要がある

ことが示されており、これらのもと、地域公

共交通が一体となって当該地域の交通ネット

ワークを形成することとされています。 

 隅田方面の路線バスは市民病院へ運行して

いないため、他の交通機関に乗りかえる必要

があり、以前より該当地域の皆さまから、他

の地域に比べ通院等に不便である旨のご意見

をいただいています。 
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 市としましては、今後のコミュニティバス

が効率的で持続可能な交通手段をめざすため

に、平成29年４月をめどにコミュニティバス

全ルートの見直しを計画しており、その中で

検討をしていきたいと考えます。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君、再質問

ありますか。 

 13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）当然、路線バスが走っ

ておるということで、非常に困難であるとは

よくわかっております。 

 その中で、今現在、路線バスと共有してい

る区間というのは、やはり何箇所かあると思

います。それもいたし方なくそういった公共

バスと共用しながら区間が数箇所あると認識

しております。水源地から芋生まで、この間

につきましては、この路線図の中で空白地帯

というんですか、ちょうど国道24号の北、南

というのは、ほとんどコミュニティバスが走

れない状況というたらいいんですか、そんな

状況になっています。 

 そのほかの地域は、国道から北、南という

のはコミュニティバスも走っておって、それ

が何とか乗り継いででも行ける。しかし、こ

の間につきましては、何もコミュニティバス

が走れない状態というか、そういうことで、

この地図を見たらよくわかります。 

 その中で、一つの考えとして、この橋本駅

から隅田方面の路線バスについては、ほとん

ど朝の早い時間帯、病院に行きたくてもその

時間帯は通学バスで、ドル箱と言ったらおか

しいんですけども、かなりの生徒が乗ってお

ります。そんな関係で、極端に言うたら、そ

の通学時間帯を除いた中でコミュニティバス

を走らせられないか。 

 また、もう一つは、路線バスが、今、山内

まで行っておるんですけども、それを、ちょ

っと料金がかかりますけども、市民病院まで

行くとかという、路線バスサイドもいろんな

考えをしていただいて、できるだけそういう、

時間に制約されなくて市民病院まで路線バス

で行けるという方法というのも、また構築で

きるんじゃないかと思うんですけども、橋本

駅に行けば、特に市民病院は７時半から１時

間ごとに送迎のバスが出ております。それを

利用するには、路線バスに乗って橋本駅に行

く。妻地域でしたら結構近いんですけども、

上兵庫、下兵庫、そのあたりになれば、路線

バスに乗ってどっちかに行かな市民病院には

行けないという状況でございます。 

 そういった中で、もっと共有の仕方、今、

部長が言われた平成29年度でいろいろな検討

をしていきたいと言っておるんですけども、

こういった国道24号の中でも、全然北も南も

コミュニティバスが走ってない区間とかは、

どのような位置付けにするのか、今現在の少

しでも考えがあるのならばお聞きしたいと思

います。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）最初のご質問の、

競合区間の件でございますけども、東ルート

では、隅田小学校前から山内、平野の１箇所、

中ルートでは、城山台南から市民病院前の１

箇所、北ルートでは、紀見ヶ丘南から林間田

園都市駅及び林間田園都市駅から紀見ヶ丘南

の２箇所、全ルートで、橋本駅前から車庫前

の１箇所、この合計５箇所の競合区間が存在

しております。 

 これらの競合区間のうち、北ルートを除く

ルートにつきましては、市民病院への循環バ

スの目的もありまして、路線バス事業者と十

分な協議の結果、運行されているところです。 

 北ルートの競合区間につきましては、路線

バスと完全競合しているために、暫定運行と

なっており、競合区間の回避、運賃格差の是

正が必要となっているところです。 
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 そこで、隅田地区の方のコミュニティバス

を走らす件でございますけども、通学時以外

にコミュニティバスを走らせられないかとい

うおただしだと思うんですけども、それにつ

きましては、やはり路線バスの事業者と十分

な協議をしないと、運行ができるかどうかと

いう判断ができませんので、それについても

公共交通のネットワーク協議会において、一

つの課題として検討してまいりたいと思いま

す。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）ぜひとも、今回この答

弁の中で、課題として取り上げたいと言われ

ますけども、それでネットワークの、その会

議の中で、本当にそういった課題として認識

して出していただけるんか。それは間違いな

いということでございますか。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）樽井議員以外の議

員にも指摘されております中学校の統廃合の

関係のバスの見直し、それから、今の隅田地

区のバスの見直し、これにつきましても、ネ

ットワーク協議会のほうで検討させてもらい

たいと考えます。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）できるだけいろんな方

法を模索していただいて、これから高齢化社

会、どんどん進んでますので、駅に行くにし

ても、どこに行くにしても、非常に不便して

おる。一番ええのは、ほかの、この地図の中

では非常に広い道がまあまああるんですけど

も、対向できる。この隅田、妻から芋生間と

いうのは、やはり旧大和街道、伊勢街道です

かね、非常に狭隘で、対向もできないという

のが、それはよくわかっております。それも

重々承知なんですけども、やはり、これだけ

の区間の中で全然救いがないというのが、ほ

かの地域から比べたら非常に寂しい。何とか

していただきたいということで、この29年度

の会議には非常に期待をしております。ひと

つよろしくお願いいたします。 

 以上で一つ目、終わります。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目２、空

き家対策に関する質問に対する答弁を求めま

す。 

 建設部長。 

〔建設部長（塙阪 隆君）登壇〕 

○建設部長（塙阪 隆君）空き家対策につい

ての一点目、現在の空き家状況は把握してい

るのか、についてお答えします。 

 市では、これまで独自に市内全域を対象と

した空き家調査は実施していないため、空き

家等の数及び所有者等は現時点においては把

握していませんが、空家等対策の推進に関す

る特別措置法の施行に伴い、本市では現在、

橋本市空家等対策検討委員会を設置し、空き

家等の調査及び対策等の内容について、関係

各課による検討を進めているところです。 

 なお、平成25年度の総務省による住宅・土

地統計調査によると、橋本市には２万2,850

戸の住宅があり、そのうち、売却、賃貸用住

宅の空室や別荘的な住宅も含め、4,100戸の空

き家があるとの推計値が示されています。 

 二点目の、特定空家認定の担当課は、につ

いてお答えします。 

 特定空家等の認定の担当課は、建設部建築

住宅課になると考えています。 

 三点目の、都市計画としての対策について

は、空き家の周囲に４ｍに満たない狭隘市道

が隣接している場合についてのご質問と考え

ますので、このことについて答弁をさせてい

ただきます。 

 特定空家等の除去の際に、隣接する狭隘道

路対策として、例えば、道路用地の確保や道

路整備の実施などの取り組みが考えられます

が、基本的に用地は市への無償提供をお願い
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することになるなど問題や課題点も多く、今

後の研究課題と考えます。 

 四点目に、特定空家以外の空き家所有者と

の協議は、についてお答えします。 

 空き家といえども個人の財産であり、所有

者等が自らの責任により的確に対応していた

だくことが前提になります。 

 今後、空き家等に起因し、保安・衛生・景

観等で、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼ

す特定空家等の新たな発生を抑制するために

も、所有者の方々に対して、市ホームページ

や広報等による空き家等に対する措置の周知

や適正管理の意識向上のための啓発活動等が

重要であると考えています。 

 さらには、所有者側の諸事情に対する相談

窓口の設置など、対策推進に向けた検討が必

要であると考えています。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君、再質問

ありますか。 

 13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）それでは、１番、約4,000

戸ほどと言われたんかな。それでは、１番と

２番との絡みで再質問をいたします。 

 先ほど、推定空き家が約4,000戸ほどあると

いう中で、言えへんだかな。多分そのぐらい

あると思います。総務省が全国で820万戸とい

う中で、それで割り出してたら約4,000ちょっ

とぐらいになると思うんですけども、それを、

担当課が建築住宅課ということで、調べるに

あたって、今の人員で約4,000戸前後の建物の

調査というのは、非常に仕事を抱えながら難

しいと思うんですけども、その場合、いろん

な部署を越えて、これは技術屋にお願いせな

あかんのか、いや、事務屋で調査できるもの

か、いろんなやり方があると思うんですけど

も、特に、特定空家にする場合は、まず、危

険度判定がどういうものかというのを認識す

れば、事務屋でも何も問題がないとは思うん

です。 

 俗に言う、家の傾きが20分の１、特に高さ

３ｍでしたら15㎝が傾いていれば、特定空家

の認定ができるとかという、恐らくガイドラ

インでそのようになっておると思うんですけ

ども、そういった技術屋以外にでも、内部で

危険度判定みたいなやり方があるんですけど

も、そういったものを、マニュアルみたいな

んをこしらえて、職員も忙しいので、住宅課

だけじゃなしに、いろんな可能な課で調べに

入るとか、そうしなければ、この4,000戸前後

というのが調査できないとは思います。そこ

らあたりのお考えはどうですか。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）お答えします。 

 先ほど申しましたように、橋本市で内部の

検討委員会で検討中でございますけども、そ

の中では、各部局間の調整でありますとか、

市の方針決定、それから推進に必要な事項に

ついて処理をしていくということが、その委

員会の目的でございます。 

 ただ今、議員のほうからお話ありましたよ

うに、調査というのはかなりのボリュームに

なるかと思いますので、その方法であります

とか、あるいは調査の判定基準、ガイドライ

ンは出ましたですけども、その判定基準の詳

細についての検討についても、この委員会の

中で行うようになってございます。 

 一応、委員会の中では、建築住宅課という

のは処務の主管課というふうになっておるわ

けでございますけれども、一応メンバーとい

いますか、委員の中では、関係の部課の課長

なども組織員として参加をしておりますので、

そういった連携と協力のもとで、今後そうい

った調査、それから認定等についての、どう

いったやり方がいいのかということについて

の検討を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君。 
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○13番（樽井豪男君）といいますのは、やは

りその担当課が決まれば、空き家という名前

がつけば全てここという、皆、割と職員間で

も認識があるんです。私も経験上の話ですけ

ども。やはり、いざとなればなかなか動いて

くれません。それは、そういう動く体制をき

っちりこしらえて、まず調査をきっちり行う

というのが必要ではないかと思います。それ

はぜひお願いしたいと思います。 

 それと、三点目の、都市計画での対策の考

えはというのは、今、都市計画、この空き家

が非常に狭いところで建っておる中で、こぶ

ちに行かなあかんとか、非常に費用もかかっ

てくるんじゃないかとは思います。 

 その中で、もしこぶっていただいたら、建

築基準法のセットバックの用地を買い取った

ら一番ええんですけども、買い取るか、それ

を無償提供していただいて、それだけの用地

測量も行い、登記までするというやり方もあ

ると思うんですけども、その寄附していただ

いた場合の用地についての対策というのは、

細かく言えば、今現在やっておる対策もある

と思うんですけども、どういう方法があるか

教えていただきたいと思います。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）現状におきまして

も、狭隘道路のところで、例えばセットバッ

クなどをした場合に、なかなか市のほうから

積極的な動きというのは、現状としてはとれ

てないわけでございますけれども、土地所有

者の方から寄附等のそういった申し出があっ

た場合におきましては、現状としては境界明

示とか、登記の手続きとか、一定、拡幅した

分についての整備等をやっていただいた上で、

移管等を受けているという実態がございます。 

 今後、この空き家の対策を行うことにより

まして、そういった寄附等の部分についての

数等も増加してくるということが考えられる

わけでございますけれども、ただ、この狭隘

道路のそういった道路対策ということになり

ますと、やはり、それを効率的に進めていく

ということになりますと、あいたところから

次々と、ということになかなかなりませんで、

やはり市内におきましても、そういった狭隘

道路の拡幅を整備するような、そういった区

域を設定するとかいうような形で、当然、そ

こには費用等も発生するわけでございますの

で、そういった部分も含めまして、一応整理

していくということで、今後の検討課題かな

というふうに考えております。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）もう一つ、多分寄附し

ていただいた土地については、減免の措置を

されているとは思うんですけども、その認識

でよろしいですね。 

○議長（中本正人君）建設部長。 

○建設部長（塙阪 隆君）そういった形で処

理をさせていただいたところについては、一

応、減免措置をしております。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）この際、できるだけ、

寄附というのは非常に難しいと思うんですけ

ども、やはりその方も、その面積分減れば、

特定空家になった場合の固定資産税というの

は、減免じゃないですけども減ってくるとい

う単純な考えで言わしてもうたんですけども、

再度、認識といたしまして、特定空家とそれ

以外の空き家について、固定資産税の減免は、

皆さんご承知とは思うんですけども、俗に言

う、今、これだけテレビでニュースして、特

定空家では固定資産税の減免、６分の１がの

うなりますよとか、自分が空き家持っている

というだけで、それだけ非常に税金にはシビ

アになっていると思うんですけども、その特

定空家と認定以外の空き家の固定資産税の減

免についてのお考え、再度この場でお聞きし
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たいと思います。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）住宅用地の特例措

置の内容でございますけども、住宅用地は面

積の広さによって、小規模住宅用地と一般住

宅用地に分けて特例措置が適用されています。 

 200㎡以下の住宅用地を小規模住宅用地と

いい、固定資産税の課税標準額について、価

格の６分の１の額とする特例措置があります。

また、都市計画税は３分の１の額になってい

ます。 

 それから、小規模住宅用地を超える分の住

宅用地を一般住宅用地といいまして、一般住

宅用地の課税標準額については、価格の３分

の１の額とする特例措置があり、都市計画税

では３分の２の額となっております。 

 空家対策の特別措置法の勧告の対象となっ

た場合は、この特例措置から除外するという

ふうになります。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）勧告以外は従前のまま

という認識でよろしいですね。勧告されてな

い建物、空き家4,000軒あって10軒、細かい話、

そういうことでよろしいですね。空き家持っ

ておって、非常に危なくないとなれば、従前

のように減免をされるという考えでよろしい

ですね。 

○議長（中本正人君）総務部長。 

○総務部長（吉本孝久君）そのとおりでござ

います。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）ちょっと細かい、わか

り切った質問をさせていただきました。 

 この施策の概要として、特別措置法で空き

家対策の計画の策定、また所在や所有者の調

査、固定資産税の情報の内部利用、それに伴

ってデータベースの整備、それと、適切な管

理の促進、有効活用ということの特別措置法

の概要が示されております。 

 先ほども、人口が非常に減ってくる問題の

中で、定住促進のためにも空き家の活用方策

を十分すべきじゃないか。あいたところをあ

きっ放しで置くじゃなしに、外から来た人に

住んでいただくとかというＰＲも兼ねた中で、

空き家バンクとか、そういったものの設置、

また、地域住民にその空き家の家主にちょっ

と開放していただいて、そこを地域住民で何

かに活用するとか、という方法を、今回ちょ

うどいい空き家の調査も入りますので、それ

だけはっきりするんじゃないかと思いますの

で、できるだけ空き家をなくすためにも、そ

ういった空き家バンク等、何でもいいんです

けども、こういった空き家ある中で、まだ買

いたいよとか、学校に近いんでとか、いろん

なあると思うんですけども、そういった施策

というのはお考えになっておられるか、今後

の課題として、その会議の中で取り扱うのか、

そのあたりはどうかお聞きしたいと思います。 

○議長（中本正人君）企画部長。 

○企画部長（北山茂樹君）利活用可能な空き

家の有効利用を推進することで、今、議員お

ただしの地域の活性化ですとか、定住促進に

貢献できると、つながっていくと思っており

ます。さらに、先ほど建設部長も答弁しまし

たように、空き家の適正管理、それから、特

定空家の新たな発生を抑制していくというこ

ともできると思います。 

 そのためには、改修費の補助制度もやっぱ

りセットで考えていかなければならないと考

えてございまして、これらの検討も含めて、

空き家の利活用の今後の検討を、現在、空家

等の対策検討委員会のほうで進めていくとい

うことにしておりますので、ご理解のほど、

お願いします。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）質問以上に、なおかつ
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前向きなご答弁いただき、ありがとうござい

ます。 

 これで、空き家対策については終わります。 

 ３番目、お願いします。 

○議長（中本正人君）次に、質問項目３、ワ

ンコインサービスの進捗に関する質問に対す

る答弁を求めます。 

 健康福祉部長。 

〔健康福祉部長（石橋章弘君）登壇〕 

○健康福祉部長（石橋章弘君）ワンコインサ

ービスの進捗についてお答えします。 

 昨年９月以降、公益社団法人橋本市シルバ

ー人材センターとワンコインサービス実施に

ついて協議を行っています。当該センターと

しては、直ちに実施することは困難な状況で

あるが、実施に向け研究したいということで

す。 

 また、介護保険法改正に伴い、地域包括ケ

アシステムを各自治体の地域性に鑑み構築す

ることとされています。生活上の困りごとの

支援が特に必要な一人暮らし、高齢者のみの

世帯は増加傾向にあります。高齢者等地域住

民の力を活用した多様な生活支援等サービス

の充実を図り、また、高齢者がその担い手と

なることで、高齢者自身の介護予防の効果も

期待できることから、ワンコインサービスは、

まさに適切なサービスであると考えています。 

 今後も、少子高齢化が進むと思われること

から、シルバー人材センター等と定期的に情

報交換を行うとともに、引き続き事業実施に

向けて協議検討します。本市としては、遅く

とも平成28年10月には実施できるように努め

てまいります。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君、再質問

ありますか。 

 13番 樽井君。 

○13番（樽井豪男君）ありがとうございます。 

 それでは、来年の28年の10月、期待してお

ります。 

 これで一般質問を終わります。 

○議長（中本正人君）13番 樽井君の一般質

問は終わりました。 

                                           

 


